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あるべき
選挙管理委員会の姿



民主主義とは

民主主義の本質は、
「人民の、人民による、人民のための政治」

（リンカーン）

「民主主義」を支える仕組みが「選挙」。
「選挙」といった制度で、「民主主義」は

正統性を担保されている。

その選挙を司るのが選挙管理委員会



『公職選挙法』で規定された選管の役割

【６条】
「都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙

管理委員会は、選挙が公明且つ適正に行われ
るように、常にあらゆる機会を通じて選挙人
の政治常識の向上に努めるとともに、特に選
挙に際しては投票の方法、選挙違反その他選
挙に関し必要と認める事項を選挙人に周知さ
せなければならない。」

【６条２】
「都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙

管理委員会は、選挙の結果を選挙人に対して
速やかに知らせるよう努めなければならない。」



選挙管理委員会のあり方

【従来の選管の姿】

「管理型」

【あるべき選管の姿】

「目標達成型」
■ 選挙を公平公正に執行する
■ 選挙を効率的に執行する
■ 有権者の政治意識を高める

○ 民主主義を創造する役割
○ 地域主権の中心的な担い手の役割





広報・啓発事務
改革のポイント



広報・啓発事務の目的

【従来】
◇ 投票に行く人を増やす。

・・・ 選挙の“周知”に力点。

【本来】
◇ 投票に行く人を増やし、投票率を上げる

ことは大前提。
◇ 政策を読み選んで投票する人を増やす。

・・・ 民主主義の向上に力点。



広報・啓発事務 改革のポイント

◇ ポスター掲示場

◇ 選挙公報
の 改善

◇ 常時啓発

◇ 選挙時啓発



ポスター掲示場



『公職選挙法』によるポスター掲示場 ①

【１４４条の２】
「衆議院（小選挙区選出）議員、参議院（選挙区

選出）議員又は都道府県知事の選挙にいては、
市町村の選挙管理委員会は、ポスターの掲示場
を設けなければならない。」
＊その他の選挙は条例で可（１４４条２－８）。

【１４４条の２ ２項】
「前項の掲示数の総数は、一投票区につき５箇所

以上１０箇所以内において、政令で定めるとこ
ろにより算定する。」
＊ 特別の理由がある場合は

都道府県選管と協議の上、減可。



『公職選挙法』によるポスター掲示場 ②

【１４４条の２ ３項】
「第１項の掲示場は、市町村の選挙管理委員会

が、投票区ごとに、政令で定める基準に従い、
公衆の見やすい場所に設置する。」

≪課題≫
ポスター掲示場の場所の見直しが
これまでほとんどなされてきていない。

◆ ５０年以上も同じ場所
◆ 合併しても見直さない 等々



ポスター掲示場 先進自治体の取組 ①

【福島県相馬市の取組】

Ｈ１９年７月実施 参議院議員選挙
ポスター掲示場の場所の見直しの実施

１９１箇所 ⇒ １５１箇所 ▲４０箇所
（４５廃止 ５新設）

▲ ４０万円のコスト削減効果



旧

新

ポスター掲示場を
半径２００ｍの円とともに
地図上にプロット。



相馬市のポスター掲示場改善のポイント

◇ 開票事務改革からの改革の連鎖

◇ 見直しの客観的なデータとして、
ＧＩＳ（地理情報システム）を利用し、
掲示場の位置を可視化。

◇ 独自の基準を設定。
（一定の距離（２００ｍ）等）

◇ コスト削減ではなく、あくまでも、
市民の見やすさを重視。



選挙公報



候補者の選定に役立った媒体

Ｈ２２年東京都選挙管理委員会 実施
「選挙に関する世論調査」

順位 １位 ２位 ３位 ４位 ５位 ６位

Ｈ２１
都議選

テレビ・ラジ
オの報道
３９．７％

新聞・雑誌
等の報道
３５．４％

選挙公報

３０．４％

マニフェスト

２１．６％

候補者のポ
スター

２１．５％

候補者の街
頭演説
１８．９％

Ｈ２１
衆議院

テレビ・ラジ
オの報道
６７．１％

新聞・雑誌
等の報道
５２．０％

選挙公報

３０．８％

候補者のポ
スター

２５．３％

政見・経歴
放送

２３．８％

マニフェスト

２３．４％



選挙公報 の閲読状況

Ｈ２２年東京都選挙管理委員会 実施
「選挙に関する世論調査」

読んだ人は９１％
読んだ人は９３％



選挙公報 の重要性

地方選挙において、
現行の『公職選挙法』では

◆ 首長選挙でのマニフェスト配布制限
（大きさ、配布枚数、配布場所）

◆ 議員選挙でのマニフェスト配布禁止
◆ 選挙期間中のネット選挙禁止

有権者に候補者の政策を広く伝えること
が出来る唯一の媒体が選挙公報。



『公職選挙法』による選挙公報 ①

【１６７条 義務制選挙公報】
「衆議院（小選挙区選出）議員、参議院

（選挙区選出）議員又は都道府県知事
の選挙にいては、都道府県の選挙管理
委員会は、公職の候補者の氏名、経歴、
政見等を掲載した選挙公報を、選挙ご
とに１回発行しなければならない。」



『公職選挙法』による選挙公報 ②

【１７２条２項 任意制選挙公報】
「都道府県議会の議員、市町村の議会の

議員又は市町村長の選挙においては、
当該選挙に関する事務を管理する選挙
管理委員会は、条例で定めるところに
より、選挙公報を発行することが出来
る。」

≪課題≫
○ 選挙公報発行条例の無い自治体がある。
○ 分り易い選挙公報の取り組みがされて

いない。



任意制選挙公報の発行状況

■ 市区では、首長選挙、議員選挙ともに、
選挙公報が８割方発行されている。

■ 町村では、首長選挙、議員選挙ともに、
選挙公報が４割程度しか発行されて
いない。

■ 任意制選挙公報の発行状況には、
都道府県間の取り組み格差がある。
富山、福井、鳥取、佐賀 １００％
沖縄０％ 和歌山、高知３％


